
○

申
請
書
（
申
請
者
の
押
印
が
必
要
）

※
申
請
書
は
、
市
役
所
、
各
支
所
（
大
竹・

玖
波
・
栗
谷
）
に
備
え
付
け
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

○
 

カ
タ
ロ
グ
や
仕
様
書
な
ど
の
写
し
（
録

画
機
能
や
防
犯
機
能
が
確
認
で
き
る
も

の
）

○

設
置
後
の
写
真

・
防
犯
カ
メ
ラ

　
遠
景
と
、
近
景
の
写
真

・
イ
ン
タ
ー
ホ
ン

　

 

呼
び
出
し
ボ
タ
ン
と
、
室
内
モ
ニ
タ
ー

の
写
真

○

レ
シ
ー
ト
や
領
収
書
の
写
し

　

 （
購
入
日
、
購
入
価
格
、
工
事
費
用
な

ど
が
確
認
で
き
る
も
の
）

○

申
請
者
名
義
の
通
帳
な
ど
の
写
し

　

 （
金
融
機
関
、
支
店
名
、
口
座
名
義
、
口

座
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の
）

　

市
民
課
（
②
番
窓
口
）
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
支
所
や
郵
送
で
の
受
付
は
し
て
い
ま
せ

ん
。

申
請
に
必
要
な
書
類

○
 

購
入
費
の
２
分
の
１
の
金
額

　

 （
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
、
購
入
費

は
、
消
費
税
・
工
事
費
含
む
）

　
上
限
１
万
円

○
 

ポ
イ
ン
ト
や
ク
ー
ポ
ン
券
な
ど
を
使
用

し
た
場
合
は
、
値
引
き
後
の
金
額
が
購

入
費
と
な
り
ま
す
。

○

１
つ
の
住
宅
に
つ
き
１
回
限
り

※
令
和
７
年
度
中
に
補
助
を
受
け
た
住
宅

は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

○
 

予
算
上
限
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
を

終
了
し
ま
す
。

○

大
竹
市
に
住
民
票
が
あ
る
方

○
 

大
竹
市
に
住
宅
を
有
し
、
自
ら
居
住
し

て
い
る
方

○

市
税
の
滞
納
が
な
い
方　
な
ど

　

4
月
１
日
㈬
か
ら
令
和
９
年
２
月
26
日

㈮
ま
で

　

市
民
の
防
犯
意
識
の
向
上
と
、
安
全
で

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

家
庭
用
の
防
犯
カ
メ
ラ
・
イ
ン
タ
ー
ホ
ン

の
購
入
費
な
ど
を
補
助
し
ま
す
。

　

令
和
８
年
４
月
１
日
以
降
に
購
入
し
た

新
品
の
も
の
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
購

入
も
可
）

○

防
犯
カ
メ
ラ

　
屋
外
用
、
録
画
機
能
付
き
の
も
の

※
本
体
の
み
対
象
で
す
。
Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド
な

ど
の
記
録
媒
体
や
周
辺
機
器
は
対
象
外
で

す
。

※
撮
影
範
囲
は
住
宅
の
敷
地
内
と
し
、
や

む
を
得
ず
近
隣
住
宅
な
ど
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
近
隣
住
人
な
ど
の
承
諾
を
得
て
く

だ
さ
い
。

○

イ
ン
タ
ー
ホ
ン

　
録
画
機
能
付
き
の
も
の

※
Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド
な
ど
の
記
録
媒
体
や
周
辺

機
器
は
対
象
外
で
す
。

申
し
込
み

　

申
請
書
に
事
業
計
画
書
な
ど
の
必
要
書

類
を
添
付
し
て
、
５
月
７
日
㈭
か
ら
６
月

26
日
㈮
ま
で
に
市
民
課
へ
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
民
課
、
各
支
所
、

各
公
民
館
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
、

サ
ン
ト
ピ
ア
大
竹
に
募
集
要
領
を
備
え
付

け
て
い
ま
す
。
申
請
の
前
に
必
ず
募
集
要

領
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
機
器

補
助
金
額
・
要
件

補
助
対
象
者

申
請
期
間

申
請
方
法

市ホームページ
はこちらから。

国
の
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

家
庭
用
防
犯
カ
メ
ラ
・
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の

購
入
費
を
補
助

　

補
助
金
額　

最
大
１
万
円

助成金の種類など
助成金の種類 スタート支援助成金 ステップアップ支援助成金

活動歴の別 4月1日現在で活動歴が3年未満
の団体

4月1日現在で活動歴が3年以上
の団体

助成内容 活動歴が3年に達する年度までを
限度に最大3回まで交付可

団体が新しい課題を掲げて発展的に
取り組む事業につき1回のみ交付

上限額 5万円／回 10万円

選考方法
申請書類による審査（申込順）
※予算上限に達した時点で募集
を終了します。

6月29日㈪以降に申請書類による
審査をし、予算の範囲内で評価
点数の高い順から採用します。

備  考
この助成金以外に財政的支援を受けることができる事業、団体そ
のものの運営費用や事業性がないものは、この助成金を受けるこ
とができません。

※まずは市民課に相談してください。

問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

☎
59
２
１
４
２

　

市
民
活
動
団
体
が
提
案
・
実
施
す
る
事

業
を
募
集
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
団
体

　

市
内
で
活
動
す
る
３
人
以
上
の
非
営
利

活
動
団
体
（
代
表
者
お
よ
び
会
則
な
ど
を

定
め
て
い
る
団
体
に
限
る
）

対
象
事
業

　

地
域
課
題
の
解
決
を
目
的
と
し
た
事
業

で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
事
業

① 

市
民
を
対
象
と
し
て
い
る
（
特
定
の
個

人
、
団
体
な
ど
の
み
が
利
益
を
受
け
る

も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

② 

非
営
利
で
自
主
的
・
主
体
的
に
提
案
実

施
す
る

③ 

令
和
９
年
３
月
末
ま
で
に
実
施
・
完
了

で
き
る

○

購
入
費
の
２
分
の
１
の
金
額

　
 （

１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

　
上
限
３
０
０
０
円

○
 

ク
ー
ポ
ン
券
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
使
用

し
た
場
合
は
、
値
引
き
後
の
金
額
が
購

入
費
と
な
り
ま
す
。

○
 

年
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
１
回
１
個

ま
で
で
す
。

○
 

予
算
上
限
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
を

終
了
し
ま
す
。

○
 

過
去
、
補
助
対
象
者
と
な
っ
た
こ
と
が

な
い
方

○

大
竹
市
に
住
民
票
が
あ
る
方

○

市
税
の
滞
納
が
な
い
方　
な
ど

　

4
月
1
日
㈬
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日

㈬
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
、
消
印
日
が
申
請
期
間

内
で
あ
れ
ば
有
効
と
し
ま
す
。

　

市
民
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
促
進
と
、
事

故
時
の
負
傷
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
、
自

転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
費
を
補
助
し

ま
す
。

○
 

令
和
8
年
4
月
1
日
以
降
に
市
内
店
舗

で
購
入
し
た
新
品
の
も
の

○
 

Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
な
ど
の
安
全
基
準
に
適
合

し
た
も
の

○

申
請
書
（
申
請
者
の
押
印
が
必
要
）

※
申
請
書
は
、
市
役
所
、
各
支
所
（
大
竹・

玖
波
・
栗
谷
）
に
備
え
付
け
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

○

領
収
書
ま
た
は
レ
シ
ー
ト
の
写
し

　

 （
購
入
者
、
購
入
日
、
購
入
価
格
、
商

品
名
、
購
入
し
た
店
舗
が
確
認
で
き
る

も
の
）

※
レ
シ
ー
ト
の
場
合
、
余
白
に
購
入
者
名

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○

安
全
基
準
が
確
認
で
き
る
書
類

　

 （
保
証
書
や
説
明
書
の
写
し
ま
た
は
本
体

貼
り
付
け
の
認
証
マ
ー
ク
写
真
な
ど
）

○

申
請
者
名
義
の
通
帳
な
ど
の
写
し

　

 （
金
融
機
関
、
支
店
名
、
口
座
名
義
、
口

座
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の
）

　

市
民
課
（
②
番
窓
口
）
に
持
参
ま
た
は

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
支
所
で
の
受
付
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

〒
７
３
９-

０
６
９
２

大
竹
市
小
方
１
丁
目
11
番
１
号

大
竹
市　
市
民
課
自
治
振
興
係

※
郵
送
す
る
場
合
は
、
連
絡
の
取
れ
る
電

話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

○
 

補
助
対
象
者
が
未
成
年
の
場
合
は
、
保

護
者
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
 

住
民
票
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
代
表
者
が

代
理
申
請
で
き
ま
す
。

対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト

補
助
金
額
・
要
件

補
助
対
象
者

申
請
期
間

申
請
方
法

申
請
に
必
要
な
書
類

市ホームページ
はこちらから。

安
全
基
準
マ
ー
ク
の
例

こうすればもっとよいまちに
そんなアイディアを募集

市民活動支援事業
問い合わせ　市民課　☎59-2142

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の

購
入
費
を
補
助

　

補
助
金
額　

最
大
３
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ

　

市
民
課　

☎
59
２
１
４
２
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市
は
、
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
と
商

工
業
の
育
成
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
中
小
企
業
融
資
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。

　

今
年
度
も
信
用
保
証
協
会
所
定
の
保
証

料
率
を
20
％
引
き
下
げ
し
、
引
き
下
げ
た

分
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

対
象
要
件

○
 

信
用
保
証
協
会
の
信
用
保
証
の
対
象
と

な
る
業
種

○
 

市
内
で
１
年
以
上
継
続
し
て
事
業
を
営

ん
で
い
る
中
小
企
業
者

○
 

市
税
な
ど
の
納
税
成
績
が
良
好
で
あ
る

こ
と

申
し
込
み

　

取
扱
金
融
機
関
を
通
し
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
全

て
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す
。

　

加
入
期
間
中
に
就
職
や
転
職
、
結
婚
、

退
職
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
年
金
の

種
別
が
変
わ
る
た
め
、
手
続
き
が
必
要
で

す
。
手
続
き
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受
け
取

る
年
金
が
減
額
さ
れ
た
り
、
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

届
出
の
内
容
に
よ
っ
て
、
届
出
先
が
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
下
表
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

こんなとき 必要な手続き 届け出先 手続きに必要なもの 注意事項

20 歳になったとき
第３号被保険者（※ 3）
に 該 当 す る 方 の み、
その旨届出

配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に問い合わ
せてください。

20 歳の誕生日が過ぎ
た後に保険料納付書、
基礎年金番号通知書な
どが郵送されます。

本人または配偶者が
退職したとき（60 歳
未満）

退職した方と第３号
被保険者（※ 3）の種
別変更

保健医療課、各支所

・年金番号が分かるもの
・離職票または資格喪失証
明書（退職年月日が分かる
もの）

退職した方が 60 歳以
上でも、被扶養配偶者
が 60 歳未満の場合は、
手続きが必要です。

配偶者の扶養に入っ
たとき

扶養に入る方の種別
変更 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に問い合わ

せてください。

配偶者の扶養から外
れたとき

扶養から外れる方の
種別変更

第１号被保険者（※ 1）になる場合
⇒保健医療課、各支所
第２号被保険者（※ 2）になる場合
⇒自身の勤務先

・年金番号がわかるもの
・資格喪失証明書

加入する年金の種別に
よって、届け出先が異
なるので注意してくだ
さい。

年金手帳、基礎年金
番号通知書を無くし
たとき

再交付申請
※年金手帳の再交付
はしていません。

第１号被保険者（※ 1）⇒
保健医療課・各支所、または広島
西年金事務所
第２号被保険者（※ 2）⇒
自身の勤務先
第３号被保険者（※ 3）⇒
配偶者の勤務先

本人を確認できるもの
（免許証など）

保健医療課・各支所で
受付の場合は 1 カ月程
度かかりますが、広島
西年金事務所はその日
に発行可能です。

保険料を納めるのが
難しいとき

第１号被保険者（※ 1）
のみ、保険料免除申
請

保健医療課、各支所

・年金番号が分かるもの
・（失業の場合）雇用保険
受給資格者証または離職票
・（学生の場合）在学期間
が分かる学生証または在学
証明書原本

免除の申請は 2 年 1 カ
月前までさかのぼって
申請が可能です。

【年金の種別】
　（※ 1）「第１号被保険者」：自営業者、学生、無職などの方
　（※ 2）「第２号被保険者」：サラリーマン、公務員などの方
　（※ 3）「第３号被保険者」：第 2 号被保険者に扶養されている配偶者
・年金番号の代わりにマイナンバーでの手続きも可能です。
　手続きには、本人確認（「身元確認」と「番号確認」）が必要です。
　以下のどちらかで確認します。
　　①マイナンバーカード
　　②マイナンバー通知カードと身分証明書（免許証など）

融資資金の使途 運転資金、設備近代化資金
融資限度額 2000万円（※）

融資期間 １年以内 1年超～
10年以内

（　据置期間は６カ月以内　）

利率（年）保証つき 1.15％以内 1.75%以内
保証なし 1.65%以内 2.15%以内

取扱金融機関

四国銀行大竹支店、広島
銀行大竹支店、もみじ銀行
大竹支店、広島信用金庫大
竹支店、山口銀行和木支
店、西京銀行岩国支店

保証料率 信用保証協会所定の料率
（うち20％分を大竹市が負担）

（※） 融資限度額は、１中小企業者につき運転資金
および設備近代化資金の合算額ではなく、そ
れぞれで2000万円までとする。

中
小
企
業
融
資
制
度

問
い
合
わ
せ

　

産
業
振
興
課 

☎
59
２
１
３
１

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし
№355№355

問い合わせ
　広島西年金事務所　☎082-535-1505
　保健医療課　☎59-2141

人生の転機が訪れたとき

届け出を忘れずに―

　

サ
ポ
ー
ト
詐
欺
と
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
中
に
突
然
「
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
」
な
ど
の
警
告
画

面
や
警
告
音
が
出
て
、
そ
れ
ら
を
き
っ
か

け
に
警
告
画
面
上
に
表
示
さ
れ
て
い
る
電

話
番
号
に
電
話
を
か
け
さ
せ
、
偽
の
サ

ポ
ー
ト
に
誘
導
し
、
サ
ポ
ー
ト
料
金
を
支

払
わ
せ
る
手
口
で
す
。
新
た
な
手
口
と
し

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
送

金
を
指
示
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス
】

☑ 

パ
ソ
コ
ン
利
用
中
に
突
然
警
告
画
面
や

警
告
音
が
出
て
も
、
慌
て
て
画
面
に
表

示
さ
れ
て
い
る
連
絡
先
に
は
絶
対
に
電

　

日
本
の
経
済
活
動
の
実
態
を
把
握
す
る

た
め
、
令
和
８
年
６
月
１
日
を
調
査
期
日

と
し
て
、
全
て
の
事
業
所
お
よ
び
企
業
を

対
象
に
実
施
す
る
全
国
一
斉
の
統
計
調
査

で
す
。

○

安
心
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

　

 

事
業
所
・
企
業
に
は
個
別
に
ロ
グ
イ
ン

用
Ｉ
Ｄ
が
配
布
さ
れ
、
不
正
ア
ク
セ
ス

か
ら
厳
重
に
守
ら
れ
ま
す
。

○

簡
単
な
作
業

　

 

調
査
に
関
す
る
全
て
の
作
業
が
パ
ソ
コ

ン
・
ス
マ
ホ
の
画
面
上
で
完
結
す
る
た

め
、
調
査
票
へ
の
記
入
や
郵
送
な
ど
の

話
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
パ
ソ
コ
ン

上
に
突
然
警
告
画
面
や
警
告
音
を
出

し
、
電
話
を
か
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

は
詐
欺
で
す
。

☑ 

警
告
画
面
が
表
示
さ
れ
た
り
、
万
が
一

遠
隔
操
作
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し

た
り
し
て
し
ま
っ
て
も
、
ご
自
身
で
パ

ソ
コ
ン
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

警
告
画
面
を
消
し
た
り
、
遠
隔
操
作
ソ

フ
ト
を
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
り
す

る
の
は
自
身
で
行
う
こ
と
が
可
能
で

す
。

☑ 

ど
う
対
応
す
べ
き
か
自
分
で
判
断
で
き

な
い
場
合
は
、
周
り
の
人
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

☑ 

不
安
に
思
っ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
最
寄

り
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や
警
察
な
ど

へ
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

表
示
さ
れ
た
警
告
画
面
の
消
去
方
法
な

ど
、
パ
ソ
コ
ン
に
関
す
る
技
術
的
な
相
談

は
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
の
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
安

心
相
談
窓
口
」
に
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
し

て
く
だ
さ
い
。

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
安
心
相
談
窓
口

電
話
番
号
：
０
３
‐
５
９
７
８
‐
７
５
０
９

受
付
時
間
：
10
時
〜
12
時
、
13
時
30
分
〜

17
時
（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：anshin@

ipa.go.jp

手
間
が
省
け
ま
す
。

○

24
時
間
い
つ
で
も
回
答
可
能
※

　

 

24
時
間
い
つ
で
も
回
答
で
き
る
ほ
か
、

途
中
保
存
や
修
正
も
可
能
で
す
。

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
に
よ
る
シ
ス
テ
ム

の
停
止
時
間
は
除
く
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
し
た
場
合
で

も
、
調
査
員
が
巡
回
し
現
在
の
様
子
を
確

認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
は
、
６

月
８
日
㈪
ま
で
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

正
確
な
回
答
で
な
い
場
合
、
経
済
の
実

態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
た
め
、
本
当

に
必
要
な
施
策
が
実
施
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、「
統
計
法
」
と
い
う
法

律
に
基
づ
き
、
回
答
す
る
義
務
（
報
告
義

務
）
と
、
こ
れ
に
反
し
た
と
き
の
罰
則
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
に

は
、
法
律
に
よ
り
、
調
査
で
知
っ
た
こ
と

を
他
に
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い
義
務
と
、

こ
れ
に
反
し
た
と
き
の
罰
則
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
回
答
し
た
内
容
は
、

統
計
作
成
の
目
的
以
外
（
徴
税
資
料
な
ど
）

に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
お
す
す
め

必
ず
答
え
な
い
と
い
け
な
い
の
？

情
報
の
保
護
は
大
丈
夫
？

自己解決をサポートする
消費者トラブル FAQ

IPAホームページ
はこちらから。

詳しくは
ホームページ

から。

問い合わせ
　◆市消費生活センター（産業振興課内）
　　☎ 57-3236
　【相談日】火・金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　 9 時～ 12 時・13 時～ 16 時
　◆消費者ホットライン
　　☎  188（泣き寝入りイヤヤ）

消費者
シリーズ
消費者
シリーズ
No.300No.300

パソコンで警告が出たら
サポート詐欺に注意！

問い合わせ
　企画財政課　☎59-2124

回答はお済みですか？
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